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 開会 午前 １０時００分 

○議長(阿部 寛治) おはようございます。 

本日は、議席番号１番 古屋宏治議員が入院のため欠席ですが、定足数に達して

おりますので開議は成立いたします。 

  ただいまから平成２７年第３回篠栗町議会臨時会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によりまして、議長において、 

１０番 松田國守議員、１１番 阿髙紀幸議員を指名いたします。 

  日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１０月２３日の１日間にしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間に決定いたしました。 

  日程第３、議案の上程をいたします。 

  本臨時会に提出されております議案は、議案第６２号の１議案でございます。 

  それでは、町長に提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長(三浦 正) おはようございます。 

  本日、平成２７年第３回の臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様におか

れましては、２０,２１日の視察で大変お疲れのところ、また、来週の常任委員会

の視察の間の公私とも御多忙な中、ご出席賜りまして誠にありがとうございます。 

  それでは、本臨時会に提案しております議案第６２号について説明をいたします。 

  議案第６２号は、平成２７年度篠栗町一般会計補正予算(第３号)についてであり

ます。 

  本議案は、平成２７年度篠栗町一般会計歳入歳出予算の総額にそれぞれ４９５万

６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９６億６,５５２万４,００

０円とするものであります。 

  歳入につきましては、社会資本整備総合交付金５９６万７,０００円の内示を受

けたことにより、国庫支出金において３,５５８万３,０００円を減額し、町債のう

ち一般公共事業債を３,６５０万円増額するほか、普通交付税４０３万９,０００円
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を増額補正するものであります。 

  歳出につきましては、総務費におきまして、篠栗駅東側自由通路詳細設計業務及

び篠栗駅北側交通広場詳細設計業務に、当初８,３１０万１,０００円を計上いたし

ておりましたが、人件費の高騰により４９５万６,０００円を追加計上するもので

あります。 

  次に、繰越明許費につきましては、篠栗駅東側自由通路詳細設計業務におきまし

て、国及び県の都市計画決定の協議に４か月の時間を要したこと、今後の詳細設計

業務に最低７か月間の時間を要することにより、繰越明許費の設定を行うものであ

ります。 

  次に、債務負担行為については、先般購入いたしました九州大学演習林用地を篠

栗北地区産業団地として開発を行うことについて、その準備に係る諸事務の手続を

明確にすることにより、住民及び議会への説明・承認を図るものであります。 

  最後に、地方債につきましては、篠栗駅東側自由通路の詳細設計に係る国庫支出

金の内示額が大幅に減少したことを受け、一般公共事業債の額を７,３８０万円に

変更するものであります。 

  以上が本臨時会に提案いたしました議案の提案理由であります。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長(阿部 寛治) ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  無いようですので質疑を終わります。 

  日程第４、議案の委員会付託についてを議題といたします。 

  お諮りします。 

  本日上程されました議案第６２号の委員会付託については、議案付託表のとおり、

議長を除く１１人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思いま

す。 

  これに御異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定しました。 

  なお、予算特別委員会の正副委員長については、申し合わせにより委員長は、６

番 今長谷武和議員、副委員長は、５番 村瀨敬太郎議員です。 

  それでは、本会議を暫時休止し、直ちに予算特別委員会を開きますので、皆様全

協室にお集まりください。 
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休止 午前１０時 ６分 

再開 午前１０時４１分 

○議長(阿部 寛治) 本会議を再開いたします。 

  日程に従い採決を行います。 

  日程第５、議案第６２号 平成２７年度篠栗町一般会計補正予算(第３号)につい

てを議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長(今長谷 武和) 報告いたします。 

  議案第６２号 平成２７年度篠栗町一般会計補正予算(第３号)について。 

  本議案は、既定の額に歳入歳出それぞれ４９５万６,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億６,５５２万４,０００円とするものであり

ます。 

  歳出につきましては、総務費において、篠栗駅東側自由通路詳細設計業務委託料、

篠栗駅北側交通広場詳細設計業務委託料４９５万６,０００円を追加補正するもの

であります。 

  歳入につきましては、地方交付税のうち普通交付税４０３万９,０００円、町債

のうち都市計画事業債３,６５０万円をそれぞれ増額補正し、国庫支出金のうち社

会資本整備総合交付金３,５５８万３,０００円を減額補正するものです。 

  繰越明許費につきましては、篠栗駅東側自由通路詳細設計業務８,８０５万７,０

００円を追加するものです。 

  債務負担行為補正につきましては、平成２７年度から平成３０年度までの篠栗北

地区産業団地開発事業において、限度額「当該年度予算処理計上した額」を追加す

るものです。 

  地方債補正につきましては、公共事業債の限度額を７,３８０万円に増額変更す

るものであります。 

  詳細につきましては、予算特別委員会において、慎重な審査が行われております

ので省略いたします。 

  当委員会において、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり可決いたして

おります。 

  以上でございます。 

○議長(阿部 寛治) ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  討論なしと認め採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は御起立願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６２号は委員長報告のとおり可決されました。 

  以上をもちまして、本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成２７年第３回篠栗町議会臨時会を閉会といたします。 

閉会 午前１０時４６分 
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